
御堂筋 ／発行：令和５年３月

御堂筋まちづくりネットワーク

一般社団法人

御堂筋 DesignControl

一般社団法人 御堂筋まちづくりネットワーク 事務局
〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目1-13 （株）竹中工務店内

【目標】

 御堂筋デザインガイドラインに沿って大阪市と事業者
等が協議を行うことにより、デザイン等を適切に誘導
し、もって、大阪のシンボルストリートにふさわしい
にぎわいと魅力あるまちなみ創造、ひいては、御堂筋
の活性化を推進します。

１．デザイン審査に基づく壁面後退部分の利活用

２．キッチンカー出店による沿道の活性化

３．御堂筋の景観を自ら改善～地域景観づくり推進団体～

４．広告・サイン自主ルール策定

◆ 景観づくりの取組み経緯

◆ 御堂筋デザインガイドライン

◆ 収益事業 バナーフラッグ広告

◆ 景観づくりの取組み経緯

 御堂筋まちづくりネットワークでは、2014年度か
ら御堂筋の景観づくりの検討を開始

 2018年には地域景観づくり推進団体に認定

 2020年からは地域景観づくり協定に基づいたデ
ザイン協議を開始

年度 内 容

2014 大阪市が御堂筋デザインガイドラインを策定

2017 御堂ネットにて地域ルール案策定

2018 地域景観づくり推進団体第一号認定を受ける

2019 アドバイザー派遣助成を受け「地域景観づくり
協定」の素案を策定

2020 地域景観づくり協定締結、審査開始
（対象エリア地権者76％の代表者印）

2021 道路上デジタルサイネージ自主ルール策定

2022 ガラス面広告物等自主ルール策定

◆ 御堂筋デザインガイドライン

 大阪市は2014年に御堂筋デザインガイドラインを策定
し、御堂筋本町北地区を上質なにぎわいと風格あるビ
ジネス地区とすることをまちづくりのコンセプトに

【対象行為】

 対象範囲内において建築物の新築・改築や、外観の模
様替え、用途変更、屋外広告物の設置・変更等の行為
を行う場合は、デザインガイドラインに沿って大阪市
と協議を行ってください。

【対象範囲】

 御堂筋本町北地区および南地区にそれぞれデザインガ
イドラインが作成されており、北地区の対象範囲は右
図の通りです。

 なお、御堂筋まちづくりネットワークとの地域景観づ
くり協定の対象区域は、御堂筋本町北地区の中でも、
御堂筋に面する土地の区域です。

上質なにぎわいと風格あるビジネスエリアへ

大阪市HPより

◆収益事業 バナーフラッグ広告

ルイ・ヴィトンバナー（2022.4-2022.5）

 道路照明灯にバナー広告を掲出するに当たっての
デザイン協議および占有手続き等を担っています

 広告掲出企業からの協賛金をエリアマネジメント
のための活動財源としています。



２．キッチンカー出店による沿道の活性化

３．御堂筋の景観を自ら改善～地域景観づくり推進団体～

壁面後退部分活用委員会を設置し、基準に沿って審査を行っている

コロナ禍にキッチンカー出店を促進し、ワーカーや飲食店の支援およびにぎわい創出に貢献
売上の一部の協力金を活動財源としている

 2014年7月に「御堂筋本町北地区壁面後退部分活用委員会」、2019
年9月に「御堂筋本町南地区壁面後退部分活用委員会」を設置し、
壁面後退部分の使用行為の審査を行っています。

 望ましい利活用の具体的なイメージや考え方を示す「トータルデザ
インの方向性」を策定することで、「審査基準」として定めており、
その基準に基づいて、当該エリアの壁面後退部分の空間の利活用に
ついてのクオリティコントロールを行っています。

 審査にあたっては、審査料を徴収しており、また、御堂筋まちづく
りネットワークが主催する使用行為の場合は、所有者等の同意が得
られれば、御堂筋まちづくりネットワークは使用行為を行う事業者
から協力金を徴収できることとしています。

 なお、徴収した審査料・協力金は、御堂筋まちづくりネットワーク
の活動の財源としています。

 新型コロナの影響でイートインしにくい御堂筋沿道のワーカーの
生活様式や、売上低迷に苦しむ飲食店の支援として、「キッチン
カーの出店」を促進。沿道４ヵ所の壁面後退部分にキッチンカー
を出店し、にぎわいを創出した。21年度は延べ約600台のキッチン
カーが出店。

 キッチンカーからは売上の一部を協力金として提供いただき、御
堂筋まちづくりネットワークの活動の財源としています。

４．広告・サインに関する自主ルール策定

2021年に道路上デジタルサイネージの自主ルールを策定し、
いちょうテラス淀屋橋設置のデジタルサイネージに適用

2022年11月にはガラス面広告物等自主ルールを策定し、運用を開始

2018年に大阪市から地域景観づくり推進団体の認定を受ける
2020年に地域景観づくり協定を締結し自主ルールに基づく協議を開始

 御堂筋まちづくりネットワーク御堂筋本町北地区景観づくり推進委
員会は、「地域景観づくり協定制度」のもと、「地域景観づくり推
進団体」の認定を受けたうえで、地域ルール「地域景観づくり協
定」を策定しています。

 大阪市「地域景観づくり協定制度」は、市民や事業者による地域主
導の景観まちづくりの取り組みを促進するため、地域の個性ある景
観形成に向けた自主的なルールづくりや運用を支援するほか、行政
を含めた幅広い関係者の協働による景観まちづくりを推進する制度
です。

御堂筋デザインガイドライン区間の道路空間における
デジタルサイネージの取扱いに関する自主ルール

【利活用方法のイメージ】

パフォーマンス／イベント
【一時】

オープンカフェ
【常設】

物販（マルシェ／ワゴン販売等）
【常設／一時】

ガラス面広告物等自主ルール例

ルール例 人物、キャラクターの面積の対象となる顔部分について

〇1/3以下

×1/3以上

ルール例 ・ビル本体の素材感を失わない切り文字を基本とする。

ルール例 ・企業カラーの掲出範囲を小さくする、
・企業カラーをまちなみに合わせて変更する

デジタルサイネージの設置位置

ルール例 ・文字サイスは40cm以下とする。

１．デザイン審査に基づく壁面後退部分の利活用
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